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公
務
労
組
に
と
っ
て
、
歴
史
の
扉
が
開
か

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
国
家
公
務
員
の
労
働

基
本
権
を
拡
大
す
る
国
家
公
務
員
制
度
改
革

四
法
案
が
こ
の
六
月
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

法
案
が
成
立
す
れ
ば
、
戦
後
六
〇
年
余
に
わ

た
り
制
約
さ
れ
て
き
た
国
家
公
務
員
に
対
す

る
協
約
締
結
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
労
働
条
件
に
つ
い
て
、

公
務
部
門
で
の
労
使
が
自
主
交
渉
し
、
自
主

決
着
す
る
新
た
な
労
使
関
係
が
実
現
す
る
の

か
、
多
く
の
関
係
者
が
、
国
会
で
審
議
を
待

つ
法
案
の
行
く
末
を
注
視
し
て
い
る
。

◇　
　
　

◇　
　
　

◇　

連
合
が
結
成
さ
れ
た
際
に
策
定
さ
れ
た
連

合
の
「
基
本
目
標
」
の
文
書
を
み
る
と
、
第

六
項
に
「
わ
れ
わ
れ
は
、
官
公
労
働
者
お
よ

び
公
益
産
業
労
働
者
の
労
働
基
本
権
の
完
全

回
復
を
め
ざ
す
」
と
あ
る
。
全
労
連
の
行
動

綱
領
に
も
、労
働
者
と
労
働
組
合
の
団
結
権
・

団
体
交
渉
権
・
団
体
行
動
権
の
完
全
確
保
を

め
ざ
す
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
公
務
員
の
労

働
基
本
権
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
労
働
組
合

側
に
と
っ
て
悲
願
と
い
え
る
。

現
在
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
（
団
結
権
、

団
体
交
渉
権
、
争
議
権
）
の
付
与
の
状
況
を

み
る
と
、
国
家
公
務
員
の
場
合
、
現
業
職
員

に
つ
い
て
は
争
議
権
以
外
は
付
与
さ
れ
て
い

る
。
非
現
業
職
員（
警
察
職
員
な
ど
を
除
く
）

の
場
合
は
、
団
結
権
は
付
与
さ
れ
て
お
り
、

団
体
交
渉
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
が
、
協
約

締
結
権
は
持
た
ず
、
争
議
権
も
付
与
さ
れ
て

い
な
い
。

震
災
に
よ
る
財
源
捻
出
の
議
論
か
ら

公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
め
ぐ
る
情
勢
は
、

震
災
後
に
急
展
開
を
み
せ
た
。
震
災
の
発
生

に
よ
り
政
府
の
財
政
状
況
が
一
層
苦
し
く
な

る
な
か
、
政
府
内
で
歳
出
削
減
策
の
一
環
と

し
て
国
家
公
務
員
の
人
件
費
削
減
が
浮
上
。

労
働
側
に
対
し
て
政
府
は
当
初
、「
俸
給
・

ボ
ー
ナ
ス
支
給
額
の
一
割
を
カ
ッ
ト
す
る
」

こ
と
を
提
案
し
た
。

し
か
し
、
連
合
の
公
務
員
連
絡
会
は
「
給

与
削
減
を
受
け
入
れ
る
に
は
労
働
基
本
権
を

確
立
す
る
た
め
の
関
係
法
案
の
国
会
提
出
が

前
提
だ
」
な
ど
と
主
張
。
五
月
か
ら
政
府
と

労
働
側
は
協
議
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
き
、
政
府

と
全
労
連
側
と
の
協
議
は
決
裂
し
た
が
、
六

月
に
政
府
と
連
合
の
公
務
員
連
絡
会
は
、
給

与
削
減
の
修
正
案
と
、
労
働
基
本
権
を
拡
大

す
る
国
家
公
務
員
制
度
改
革
四
法
案
を
国
会

で
同
時
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

新
た
に
協
約
締
結
権
を
付
与

六
月
三
日
、
給
与
を
削
減
す
る
た
め
の
法

案
（
国
公
給
与
特
例
法
案
）
と
国
公
制
度
改

革
四
法
案
は
同
時
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
日
、

国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、

給
与
削
減
は
、
本
省
の
課
長
・
室
長
以
上
＝

一
〇
％
、
本
省
の
課
長
補
佐
・
係
長
相
当
＝

八
％
、
係
員
＝
五
％
で
、
平
均
で
約
八
％
給

与
が
削
減
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
ボ
ー
ナ
ス
支

給
額
が
一
割
カ
ッ
ト
と
な
る
。
削
減
措
置
は

二
〇
一
三
年
度
末
ま
で
の
時
限
措
置
と
な
る
。

一
方
、
四
法
案
で
は
、
労
使
が
自
律
的
に

労
働
条
件
を
決
定
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る

「
自
律
的
労
使
関
係
制
度
」
を
具
体
化
す
る

内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
同
制
度
の
下
で
は
、

警
察
な
ど
を
除
く
非
現
業
の
国
家
公
務
員
で

つ
く
る
労
働
組
合
は
、
賃
金
や
勤
務
時
間
、

休
憩
、
休
日
・
休
暇
な
ど
に
つ
い
て
、
当
局

（
新
た
に
設
置
さ
れ
る
公
務
員
庁
と
各
府
省
）

と
団
体
交
渉
し
、
団
体
協
約
を
締
結
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
与
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
協
約
締
結
権
が
新
た
に
付

与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
当
面
、

争
議
権
が
付
与
さ
れ
な
い
点
は
、
こ
れ
ま
で

と
変
わ
ら
な
い
。

進
ま
な
い
国
会
審
議
と
人
事
院
勧
告

だ
が
実
際
に
は
、六
月
以
降
、こ
れ
ら
の
法

案
の
国
会
で
の
審
議
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
現

在
は
継
続
審
議
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

今
後
、審
議
が
本
格
化
し
た
と
し
て
も
、ね
じ

れ
国
会
の
な
か
で
、
う
ま
く
同
時
成
立
す
る

か
ど
う
か
も
不
透
明
な
情
勢
と
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
な
か
、
人
事
院
は
九
月
三
〇
日
、

こ
う
し
た
国
会
の
動
向
を
横
目
に
、
例
年
ど

お
り
国
家
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
今
年
度

の
人
事
院
勧
告
を
発
表
し
た
。
し
か
も
内
容

は
、
俸
給
表
引
き
下
げ
を
提
案
す
る
も
の

だ
っ
た
。
本
来
、
国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ

い
て
は
、
国
会
公
務
員
法
に
も
と
づ
き
、
人

事
院
が
、
労
働
基
本
権
が
制
約
さ
れ
て
い
る

国
家
公
務
員
へ
の
労
働
基
本
権
付
与
と
給
与
削
減
を
め
ぐ
る
動
向

　
　
　
　
　

―
―
臨
時
国
会
が
ヤ
マ
場
に

記者会見する連合の古賀会長ら（10月５日、都内）
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代
償
措
置
と
し
て
給
与
に
関
す
る
報
告
・
勧

告
を
国
会
・
内
閣
に
対
し
て
行
う
。

人
勧
を
前
に
、
政
府
と
連
合
が
協
議
し
て
、

国
公
法
に
よ
る
手
続
き
を
経
ず
に
減
額
措
置

を
決
め
た
の
は
「
極
め
て
異
例
の
措
置
」（
菅

首
相
談
話
）
だ
っ
た
。
連
合
は
、
勧
告
前
の

人
事
院
と
の
話
し
合
い
の
な
か
で
、
二
〇
一

三
年
度
ま
で
の
国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い

て
は
「
公
務
員
の
労
働
基
本
権
確
立
を
前
提

に
、
労
使
の
交
渉
・
合
意
で
労
働
条
件
を
決

め
る
と
い
う
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
先
取
っ
て

決
着
し
た
も
の
」「
給
与
に
つ
い
て
は
決
着
済

み
」（
い
ず
れ
も
公
務
員
連
絡
会
・
棚
村
博
美

議
長
）
と
し
て
、
自
律
的
労
使
関
係
を
先
取

り
し
て
労
使
交
渉
し
て
決
着
し
た
の
だ
か
ら

代
償
措
置
と
し
て
の
人
事
院
勧
告
は
必
要
な

い
と
の
筋
立
て
か
ら
、
人
事
院
に
対
し
、
今

年
の
勧
告
を
行
わ
な
い
よ
う
に
求
め
て
い
た
。

一
〇
月
五
日
、
定
期
大
会
終
了
後
の
記
者

会
見
で
連
合
の
古
賀
会
長
は
、
人
事
院
が
勧

告
を
発
表
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
勧
告
を
し

た
こ
と
が
お
か
し
い
と
の
思
い
が
あ
る
」

「（
公
務
員
労
組
と
政
府
・
与
党
と
の
議
論

の
経
過
か
ら
い
っ
て
）
人
事
院
勧
告
を
ま
っ

た
く
無
視
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
」

（
前
頁
写
真
）
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

ま
た
古
賀
会
長
は
、
両
法
案
の
今
後
の
審

議
に
つ
い
て
「
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
自
律

的
労
使
関
係
制
度
の
展
望
が
開
け
た
こ
と
で
、

給
与
削
減
に
踏
み
込
ん
だ
」「
給
与
法
案
だ
け

（
国
会
を
）
通
っ
て
い
く
こ
と
は
あ
り
得
な

い
」
と
し
、
あ
く
ま
で
も
給
与
法
案
と
四
法

案
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

全
労
連
、
人
事
院
は
問
題
視

一
方
、
全
労
連
の
国
家
公
務
員
労
組
で
あ

る
国
公
労
連
の
宮
垣
忠
委
員
長
は
、
八
月
の

定
期
大
会
で
の
あ
い
さ
つ
で
、
政
府
と
連
合

側
と
の
給
与
削
減
の
合
意
に
関
し
て
「
国
家

公
務
員
全
体
の
な
か
で
連
合
系
組
合
の
占
め

る
割
合
は
二
三
％
で
あ
り
、
す
べ
て
の
国
家

公
務
員
労
働
者
を
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
」「
一
部
の
労
働
組
合
が
政
府
と
給
与
削

減
に
合
意
し
て
も
法
的
な
意
味
は
な
く
、
人

事
院
勧
告
に
基
づ
か
な
い
賃
金
引
き
下
げ
は

明
白
な
憲
法
違
反
だ
」
と
主
張
。
ま
た
、
国

会
提
出
さ
れ
た
四
法
案
に
つ
い
て
も
「
争
議

権
が
先
送
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
」（
写
真
左
）

な
ど
を
あ
げ
て
法
案
の
抜
本
修
正
を
求
め
た
。

人
事
院
は
給
与
勧
告
と
同
時
に
発
表
し
た

給
与
に
関
す
る
報
告
の
な
か
で
、「
給
与
減
額

支
給
措
置
に
対
す
る
本
院
の
考
え
方
」
と
い

う
項
を
独
立
し
て
設
け
た
。
一
連
の
法
案
が

国
会
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て

「
給
与
法
が
適
用
さ
れ
る
国
家
公
務
員
全
体

の
四
分
の
一
弱
が
属
す
る
職
員
団
体
と
合
意

に
至
っ
た
が
、
交
渉
を
行
っ
た
他
の
職
員
団

体
と
は
合
意
に
至
っ
て
い
な
い
」
な
ど
の
点

を
指
摘
。
勧
告
を
離
れ
て
給
与
削
減
を
規
定

す
る
こ
と
は
「
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
問
題
が

あ
る
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
　
荒
川
　
創
太
）

大会であいさつする宮垣・国公労連委員長（８月 25日、都内）

　
連
合
が
一
〇
月
七
日
の
「
世
界
デ
ィ
ー
セ

ン
ト
ワ
ー
ク
世
界
行
動
デ
ー
」
に
先
駆
け
て
、

九
月
二
九
日
に
開
い
た
集
会
で
は
、
バ
イ
ク

便
大
手
の
株
式
会
社
ソ
ク
ハ
イ
で
働
く
メ
ッ

セ
ン
ジ
ャ
ー
た
ち
が
二
〇
〇
七
年
に
結
成
し

た
「
ソ
ク
ハ
イ
ユ
ニ
オ
ン
」（
連
合
ユ
ニ
オ

ン
東
京
加
盟
）
の
髙
橋
千
尋
委
員
長
と
渡
部

昌
考
副
委
員
長
が
、
仕
事
の
実
態
と
労
使
紛

争
の
状
況
を
報
告
し
た
。
二
人
の
発
言
の
要

旨
は
以
下
の
通
り
。

　

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
仕
事
は
、
書
類
や
Ｃ

Ｄ
、
建
築
現
場
の
図
面
な
ど
の
資
料
を
自
転

車
で
急
送
す
る
こ
と
。
仕
事
の
契
約
形
態

は
、
二
〇
〇
九
年
度
ま
で
は
『
運
送
請
負
契

約
書
』
を
会
社
と
結
び
、
請
負
配
送
員
と
い

う
形
を
取
っ
て
い
た
が
、
昨
年
か
ら
は
会
社

都
合
で
契
約
を
打
ち
切
れ
る
内
容
に
変
更
さ

れ
た
『
業
務
委
託
契
約
書
』
が
導
入
さ
れ
た
。

契
約
は
年
度
更
新
制
で
毎
年
、
会
社
が
指
定

す
る
研
修
を
受
け
、
そ
れ
に
受
か
っ
た
人
の

み
次
年
度
の
契
約
が
更
新
で
き
る
。

　

組
合
を
結
成
し
た
二
〇
〇
七
年
以
降
、
都

と
中
央
の
労
働
委
員
会
が
、「
契
約
形
態
は

業
務
委
託
と
な
っ
て
い
る
が
、
朝
八
時
四
〇

分
に
出
勤
し
て
夜
七
時
ま
で
働
き
、
そ
の
間
、

会
社
の
指
揮
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
場

所
的
な
拘
束
力
も
あ
る
の
は
極
め
て
労
働
者

に
近
い
」
と
し
て
労
働
者
性
を
認
め
た
。
そ

し
て
、
こ
の
命
令
を
不
服
と
し
た
会
社
が
国

を
訴
え
、裁
判（
行
政
訴
訟
）に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
な
か
、
昨
年
一
一
月
、
渡
部

副
委
員
長
に
突
如
、
解
約
予
告
通
知
書
が
届

い
た
。
理
由
の
明
記
は
な
く
、
団
体
交
渉
で

確
認
し
て
も
「
あ
な
た
方
は
労
働
者
で
は
な

い
の
で
、
話
す
義
務
は
な
い
」
と
の
返
答
。

今
年
八
月
に
は
、
髙
橋
委
員
長
が
契
約
更
新

に
伴
う
研
修
受
講
の
話
も
な
い
ま
ま
、
理
由

の
説
明
な
し
に
契
約
終
了
と
な
り
、
今
は
無

職
と
な
っ
て
い
る
。

　

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
は
雨
の
日
も
嵐
の
日
も

雪
の
日
も
自
転
車
で
都
内
を
走
る
。
こ
の
た

め
、
事
故
が
多
い
が
、
補
償
に
つ
い
て
会
社

側
か
ら
は
一
切
話
が
な
か
っ
た
。
組
合
を
結

成
し
、「
請
負
個
人
事
業
主
も
労
働
者
と
変

わ
ら
な
い
」
と
の
労
働
委
員
会
の
判
断
も
あ

っ
た
の
で
、
過
去
に
遡
っ
て
五
年
分
ほ
ど
労

災
申
請
し
て
み
た
ら
す
べ
て
通
っ
た
。
行
政

単
位
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
労
働
者
と
の

認
識
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ

た
。

　

さ
ら
に
、
渡
部
副
委
員
長
が
解
約
さ
れ
た

件
に
つ
い
て
、
失
業
保
険
を
申
請
し
た
。
結

局
、
受
理
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
が
、
書
類

を
み
る
と
、「
調
査
も
不
十
分
で
あ
る
よ
う

な
気
が
す
る
し
、
限
り
な
く
労
働
者
に
近
い

よ
う
な
気
も
す
る
が
、
現
行
の
法
律
で
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
だ

っ
た
。

今
後
は
労
基
法
を
視
野
に

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
労
働
組

合
法
で
は
勝
っ
て
い
て
、
会
社
側
は
今
ま
で

の
よ
う
な
「
労
働
者
で
は
な
い
か
ら
、
団
交

を
受
け
る
義
務
は
な
い
」
と
い
う
や
り
方
は

で
き
な
く
な
る
。
だ
が
、
労
働
者
の
権
利
を

守
る
こ
と
に
関
し
て
は
労
働
基
準
法
の
範
囲

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
か
な
い
と
、
こ
れ
以

上
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
現
状
が
わ
か
っ
て

き
た
。

　

例
え
ば
、
先
の
髙
橋
委
員
長
の
解
約
問
題

も
「
い
き
な
り
裁
判
で
や
っ
た
方
が
良
い
の

で
は
？
」
と
な
り
、
そ
の
準
備
を
進
め
て
い

る
。
た
だ
、
財
政
的
な
問
題
が
あ
り
、
働
き

な
が
ら
頑
張
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
今
は
求

職
中
。
ど
こ
ま
で
頑
張
れ
る
か
正
直
わ
か
ら

な
い
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
の
認
識
は
持
っ
て
い
る
。

労
働
者
性
を
認
め
さ
せ
る
／
ソ
ク
ハ
イ
ユ
ニ
オ
ン
の
取
り
組
み


